
第２期中期目標（現行目標）／第３期中期目標（案）　対比表

　京都市立芸術大学は，１２００年の歴史と伝統を有する国際的な文
化芸術都市である京都に位置する芸術大学として，１３０年余りにわ
たって，国内外の芸術界や産業界で活躍する人を輩出し，文化芸術の
発展に貢献してきた。
　近年，文化庁の京都への全面的な移転が決定されるなど，文化芸術
の振興発展に果たすべき京都の役割や責任が益々高まってきており，
公立の芸術大学として，手厚い少人数教育など，これまでの永年の取
組を継承するとともに，自由で独創的な研究と質の高い芸術教育，創
造的な人の育成，次世代の先駆けとなる教育研究活動を一層推進して
いく必要がある。
　また，本中期目標期間には，京都駅東部エリアへのキャンパス全面
移転という，非常に重要なターニングポイントを迎える。
　京都は，千年を超える歴史の中で，日本の伝統や文化を育んできた
中心地であり，数多くの有形・無形の文化遺産を持つ，世界の人々を
惹きつけるまちであると同時に，様々な特長を持つ大学が集積し，創
造的な学術・研究が展開され，伝統産業から世界的な先端企業までが
共存するなど，あらゆる分野の活動を内包することで，成長してきた
まちでもある。

　京都市立芸術大学は、140年余りにわたって、我が国随一の歴史と
伝統を誇る文化芸術都市・京都において設立された芸術大学として、
自由で独創的な研究と質の高い芸術教育、創造的な次世代の担い手の
育成、教育研究成果の社会への還元等をもって、京都、さらには日
本・世界の文化芸術の創造・発展への貢献はもとより、文化の力によ
る京都のまちづくりに資する役割を果たしてきた。

　今般、京都市立芸術大学は、これまでの永年の取組を継承しながら
も、京都の持つ文化資源の利活用や産業界・他大学をはじめ様々な分
野との交流をさらに推し進め、世界に向けて一層の飛躍を果たすとと
もに、「市民に愛され、誇りに思っていただける大学」として、京都
のまちとともに発展していくよう、京都の玄関口であるJR京都駅東部
の崇仁地域への移転整備を行った。
　
　さらに、機を同じくして令和５年３月、文化庁の京都への全面的な
移転が行われ、文化の力を活かした京都のまちづくりのさらなる進
展、及び日本・世界に貢献する文化芸術都市・京都の役割への期待と
責任がますます高まっている。

　移転予定地は，京都の玄関口として，世界中から様々な人が集まる
京都駅に近接しており，移転後は，その立地を生かした新たな活動や
交流，社会還元の取組が期待される。

これらを踏まえ，京都市立芸術大学が，京都というまちが持つ文化
的・歴史的なポテンシャルを生かした活動を深化させるとともに，既
存の考えにとらわれない創造的な活動を展開することで，国内外から
あらゆる分野の人や才能が集まり，刺激し合う「世界に広がる創造の
一大拠点」となることを目指し，次のとおり基本目標を定める。

第２期中期目標 第３期中期目標（案）

前文 前文

　こうした状況の下、京都市立芸術大学が、創立150周年（令和12
年）の節目も見据え、本中期目標期間において、移転整備により充実
した教育環境を活かした世界最高水準の芸術教育により、世界を視野
に社会に貢献する人の育成を基本としつつ、同時に、文化力を活かし
たまちづくりを進める京都市の公立の芸術大学として、その役割を果
たすべく、地域連携や社会貢献を積極的に推進し、それをさらに教育
研究活動の充実と人の育成にもつなげながら、文化芸術の発展及び京
都・日本・世界の心豊かで活力ある社会の形成に貢献することを目指
し、次のとおり基本目標を定める。

資料３
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第２期中期目標 第３期中期目標（案）

　伝統的な都市景観をはじめ，市民の暮らしの中に繊細な美的感覚が
息づいている京都の文化風土に根ざしつつ，学生と教員が一体となっ
た独創的な研究と質の高い芸術教育を推し進め，新しい芸術の可能性
を切り開き，国際的な文化芸術の基軸となることを目指す。

　我が国を代表する文化都市・京都の芸術創造と発展の歴史に根差
し、日本初の画学校として設立された芸術大学の伝統と蓄積を活か
し、芸術に係る教育研究の大学の特性をさらに磨き高めるとともに、
学生と教員が一体となった独創的な研究と質の高い芸術教育を推し進
め、文化芸術の新たな可能性を切り開く。

　芸術分野のみならず，あらゆる分野を超えた人と人との交流が行わ
れてきた京都特有の歴史と環境を生かし，高度で，きめ細かな教育を
推進するとともに，多様な分野との交流を通じて，学生の可能性を伸
ばし，世界にはばたく芸術家をはじめ，社会に創造的な活力をもたら
す人を育成する。

　芸術分野のみならず、社会の様々な分野に資する芸術の可能性を踏
まえ、大学の多様かつ層の厚い教育体制を存分に活かしながら、きめ
細かな教育を推進するとともに多様な分野との交流等を通じて、学生
の可能性を伸ばし、世界にはばたく芸術家をはじめ、社会に創造的な
活力をもたらす人を育成する。

　京都市立芸術大学が蓄積してきた有形・無形の文化資源と，１３０
年余りの歴史を踏まえながら展開される創造的な教育研究活動の成果
を，多様な手法により積極的に発信し，市民や社会に還元する。

　開かれた「テラスのような大学」のコンセプトの下、その立地等も
活かしながら、大学ならではの有形・無形の文化資源と歴史を踏まえ
た、創造的な教育研究活動の成果を、市民や社会に積極的に還元する
とともに、多様な手法により効果的に発信し、地域と一層緊密につな
がり、社会に貢献する。

　１　教育研究活動の展開 　１　教育研究活動の展開

　２　創造的な人の育成 　２　創造的な人の育成

　３　教育研究成果の発信と還元 　３　地域連携・社会貢献の推進
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第２期中期目標 第３期中期目標（案）

　平成３０年４月１日から平成３６年３月３１日までの６年間とす
る。

　令和６年４月１日から令和１２年３月３１日までの６年間とする。

　教育研究上の基本組織として別表に記載する学部、研究科等を置
き、大学の基本的な目標及び中期目標の達成に努める。

（別表）

　教育研究上の基本組織として別表に記載する学部、研究科等を置
き、大学の基本的な目標及び中期目標の達成に努める。

（別表）

　１　第２期中期目標の期間 　１　第３期中期目標の期間

　２　教育研究上の基本組織 　２　教育研究上の基本組織

第１　第２期中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 第１　第３期中期目標期間及び教育研究上の基本組織

 学部  美術学部
 音楽学部

 研究科  美術研究科
 音楽研究科

 研究機関  日本伝統音楽研究センター
 芸術資源研究センター

 附属施設  附属図書館
 芸術資料館
 ギャラリー＠ＫＣＵＡ

 学部  美術学部
 音楽学部

 研究科  美術研究科
 音楽研究科

 研究機関  日本伝統音楽研究センター
 芸術資源研究センター

 附属施設  附属図書館
 芸術資料館
 ギャラリー＠ＫＣＵＡ
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第２期中期目標 第３期中期目標（案）

　大学の教育・研究理念，目的を踏まえて策定された三つのポリシー
（ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位認定に関する方針），カリ
キュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針），アドミッショ
ン・ポリシー（入学者受入方針））に基づく，体系的で組織的な教育
を実施し，世界にはばたく芸術家をはじめ，社会に創造的な活力をも
たらす人を育成する。

　大学の教育・研究理念、目的を踏まえて策定された三つのポリシー
（ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位認定に関する方針）、カリ
キュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）、アドミッショ
ン・ポリシー（入学者受入方針））に基づく、体系的で組織的な教育
を実施し、世界にはばたく芸術家をはじめ、社会に創造的な活力をも
たらす人を育成する。
　また、全学的な体制で、授業科目の到達目標や評価基準等を明示す
るなど、学修者本位の視点に立った教育を推進する。

ア　学部教育
　少人数教育と実践的教育を通して，確かな技能，技術と共に，幅広
い教養も修得させ，創造性と豊かな感性を併せ持った人を育成する。
イ　大学院教育
　高い水準の専門的研究教育を通して，高度な技能，技術及び豊かな
教養を修得させ，国際感覚を兼ね備え，次代の文化芸術を先導すると
ともに社会に創造的な活力を与える人を育成する。

ア　学部教育
　少人数教育と実践的教育を通して、確かな技能、技術と共に、幅広
い教養も修得させ、創造性と豊かな感性を併せ持った人を育成する。
イ　大学院教育
　高い水準の専門的研究教育を通して、高度な技能、技術及び豊かな
教養を修得させ、国際感覚を兼ね備え、次代の文化芸術を先導すると
ともに社会に創造的な活力を与える人を育成する。

　芸術教育の特性を踏まえ，教員の資質向上に努めるとともに，学生
の自主的な学びを促進する環境を充実させるなど，専門的な教育研究
環境の確保を図る。
　また，専門的な教育研究を一層深め，幅広い教養を身につけるた
め，大学のまち京都の特性を生かし，他大学とも連携し，学びの場の
充実を図る。

　芸術教育の特性を踏まえ、ファカルティ・ディベロップメント（Ｆ
Ｄ：教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組）
及びスタッフ・ディベロップメント（ＳＤ：職員を対象とした必要な
知識及び技能の習得やその能力及び資質を向上させるための研修等）
を充実させ、教職員の資質向上に努めるとともに、自主的な学びを促
進する環境を充実させる。
　また、デジタル技術を戦略的に取り入れ、多様な教育研究を推進す
るとともに、幅広い教養を身に付けるため、「大学のまち京都」の特
性を生かし、学びの場の充実を図る。

　　⑴　教育の内容と成果に関する目標 　　⑴　教育の内容と成果に関する目標

　　⑵　教育環境等の向上に関する目標 　　⑵　教育環境等の向上に関する目標

第２　大学の教育研究等の質の向上に関する目標 第２　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　１　教育に関する目標 　１　教育に関する目標
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第２期中期目標 第３期中期目標（案）

ア　学生一人ひとりの学習，研究をサポートするとともに，心身とも
に充実した学生生活を送れるよう，きめ細かな支援を充実させる。
イ　芸術家へのキャリアサポートや企業等への就職支援について，在
学生のみならず卒業生も対象に，個々の状況に応じた支援を充実させ
る。

　心身ともに充実した学生生活を送れるよう、きめ細かな学習支援、
生活支援等を充実させる。
　また、芸術家へのキャリアサポートや企業等への就職支援につい
て、在学生のみならず卒業生も対象に、個々の状況に応じた支援を充
実させる。

　これまでの伝統を継承しつつ，京都特有の歴史や環境，人的な交流
を生かし，自由で多様な研究の推進を通して，新しい文化芸術の可能
性を追求する。また，その研究成果を社会に還元することで，京都は
もとより国際的な文化芸術の振興・発展に寄与する。

　これまでの伝統を継承しつつ、京都特有の歴史や環境、人的な交流
を生かし、多様な研究の推進を通して、新しい文化芸術の可能性を追
求する。また、その研究成果の発信・還元に努め、京都はもとより国
際的な文化芸術の振興・発展に寄与する。

　学生及び教員が研究に邁進できるよう，個人研究や共同研究の内容
に即した研究支援の充実を図る。

　学生及び教員が研究に邁進できるよう、研究内容に即した支援の充
実を図るとともに、デジタル技術を活用した多様な研究に取り組むな
ど、大学全体の研究の活性化を目指す。

　　⑴　研究水準及び研究の成果等に関する目標 　　⑴　研究水準及び研究の成果等に関する目標

　　⑵　研究への支援等に関する目標 　　⑵　研究への支援等に関する目標

　　⑶　学生の支援に関する目標 　　⑶　学生の支援に関する目標

　２　研究に関する目標 　２　研究に関する目標
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第２期中期目標 第３期中期目標（案）

　本中期目標の期間中に予定しているキャンパス移転により，市民が
大学に触れ合う機会が多くなるため，大学資源の提供の取組を強化
し，教育研究の成果をより積極的に地域社会に還元する。

　国際的に活躍できる創造的な人を輩出するため、海外の芸術大学や
アーティスト等との交流・連携を推進するとともに、グローバル化を
視野に、留学生の受入れや学生の海外留学の拡大、教員や学生の国際
的な活動に関する支援の充実に努める。

　京都の文化芸術の裾野を広げ，新しい芸術の可能性を追求し，地域
の活性化などの社会貢献を果たすとともに，京都の伝統文化や地域産
業の振興にも寄与するため，産業界，福祉医療分野，地域団体，文化
芸術機関，伝統文化関係団体，芸術系大学，その他の大学，小中高等
学校等との連携を推進する。

　多様性を尊重し、包摂性のある社会の実現に向け、多様な学生・教
職員が切磋琢磨し、学習の幅を広げ、教育研究の質の向上を図る。

　国際的に活躍できる創造的な人を輩出するため，海外の芸術大学や
アーティスト等との交流・連携を推進するとともに，学生の海外留学
や留学生の受入れに関する支援の充実に努める。

　　⑵　学外連携に関する目標 　　⑵　ダイバーシティの推進に関する目標

　　⑶　国際化の推進に関する目標

　３　その他の目標 　３　その他の目標
　　⑴　社会・市民への教育研究の成果の還元に関する目標 　　⑴　国際交流の充実に関する目標
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第２期中期目標 第３期中期目標（案）

　開かれた「テラスのような大学」のコンセプトの下、教育研究の成
果をはじめ大学資源の提供の取組を強化し、広く地域や社会全体に積
極的に還元する。
　その際、文化芸術はもとより産業・経済、医療、福祉、環境、共生
社会、まちづくり、教育など多様な分野の大学や研究機関、関係団体
等との連携をより一層推進し、相互に協力して、様々な社会課題の解
決や誰一人取り残さない社会の実現など社会への貢献に取り組む。

　年齢に関わりなく「学び直し」（リカレント教育）の重要性が増す
とともに、創造性や感性、思考法など芸術の持つ力に対する評価や関
心が高まる中、新キャンパスの立地等も活かしながら、企業等で働く
いわゆる現役世代から、高齢者まで社会人の学び直しや、新たなスキ
ル・能力の開発（リスキリング）、課題解決のニーズを踏まえた芸術
教育の学習機会を、積極的に提供・推進する。また、子どもたちが、
学校の授業等以外に、専門的で質の高い芸術教育や芸術体験に触れる
機会を提供すること等により、感性や才能を育み、心豊かで活力ある
社会の担い手となる人の育成に積極的に取り組む。

　 　地域連携・社会貢献等（上記１及び２）の推進に当たっては、大学
としての取組方針（ポリシー）を策定するとともに、課題やニーズへ
の対応方法や必要な体制等を整え、関連する業務や情報を集約して取
組を適切かつ効果的に推進するなど、中長期的な視点から芸術と社会
のより良い未来を創造するための持続的な仕組みを整備することを目
指す。

　２　社会人や子どもへの芸術教育の推進に関する目標

　３　推進方法の整備に関する目標

第３　地域連携・社会貢献の推進等に関する目標
　１　地域連携・社会貢献の推進に関する目標
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第２期中期目標 第３期中期目標（案）

　教育研究上の課題やキャンパスの全面移転，社会状況の変化に対応
するため，適宜組織や規程，業務の見直し及び効率化により，大学運
営の改善を図る。

　社会の変革を踏まえた大学運営上の課題に対応するため、ガバナン
ス機能を強化し、理事長・学長のリーダーシップの下、柔軟で機動的
な組織運営に努める。

　大学の理念，目標を踏まえた高度な教育研究活動や大学の戦略的か
つ安定的な運営を支えるため，教職員の意欲・資質の向上も含めた組
織力の向上を図る。

　外部の知見を法人運営に活かし、業務運営の効率化・合理化を図
り、戦略的かつ安定的な大学運営を推進する。

　自由で独創的な教育研究環境の充実を図るため，外部資金の獲得に
努め，大学の財政基盤を強化するとともに，寄付金の募集など，大学
の移転も見据えた取組を推進する。

　自由で独創的な教育研究環境の充実を図るため、寄付金の募集や外
部資金の獲得による自己収入の確保・拡大に積極的に取り組む。
　もとより、大学運営に必要な財源の安定的な確保や、社会情勢の変
化や新たな課題に対応していくために必要な財源の確保に本市ととも
に努める。

　教育研究の質を低下させることなく，組織運営の効率化と人員配置
の適正化を連動させつつ，業務の内容や方法等の見直しを行う。

　中長期的な大学経営の視点をもって、大学運営に係る業務の内容や
収支の状況を点検精査し、必要に応じて見直しを行うとともに、適正
な教職員の配置等と運営の効率化を推進し、持続可能な財務運営を実
現する。

　保有資産の状況を常に把握し，適正に管理するとともに，その有効
活用を図る。

　保有資産、芸術資料等の状況を把握し、適正に管理するとともに、
その有効活用を図る。

　２　組織力の向上に関する目標 　２　業務運営の効率化に関する目標

第４　財務内容の改善に関する目標 第５　財務内容の改善に関する目標

第３　業務運営の改善及び効率化に関する目標 第４　業務運営の改善及び効率化に関する目標
　１　組織の見直しと経営の効率化に関する目標 　１　組織力の向上に関する目標

　３　資産の適正な管理と有効活用に関する目標 　３　資産の適正な管理と有効活用に関する目標

　１　外部資金その他の自己収入の増加に関する目標 　１　外部資金その他の自己収入の確保・拡大等に関する目標

　２　経費の効率化に関する目標 　２　経費の効率化に関する目標
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第２期中期目標 第３期中期目標（案）

　自己点検・評価の結果を公開し，社会・市民に対する説明責任を果
たすとともに，評価結果を教育研究活動及び大学運営の改善に反映す
る仕組みを構築する。

　自己点検・評価をはじめとした内部統制機能について、全学的な体
制を確立させ、その内容や結果を公開するとともに、その結果を教育
研究活動及び大学運営の改善に活用する。

　大学への理解と広範な支援を得るため，広報の充実を図り，法人の
運営や大学の教育研究の情報について積極的に国内外に発信する。

　公立の芸術大学として、社会への説明責任を果たし、大学への理解
と広範な支援を得るため、法人情報の適切な公開に取り組むととも
に、大学の教育研究成果等を、積極的に国内外に発信するなど、広報
の充実を図る。

　学生たちが芸術活動に専念できる環境整備を図るとともに，キャン
パスの全面移転を大学の一層の飛躍につなげるため，全学を挙げて必
要な取組を推進する。
　また，移転整備プレ事業など，移転の機運を高め，地域との交流を
深化させるための取組を推進する。

　キャンパス移転までの間も良好な教育研究環境を確保するため，現
在のキャンパスの施設及び設備を適正かつ計画的に維持管理する。ま
た，キャンパス移転後の施設の備と最適な維持管理に向けた検討を進
める。

　環境負荷の低減やダイバーシティにも配慮した良好な教育研究環境
を確保し、最適な施設設備の維持管理を推進する。

　学生及び教職員の安心・安全な教育研究環境及び労働環境を確保す
るとともに，災害，事故，犯罪等に対して迅速かつ適切に対応するた
めの体制を構築する。

　学生及び教職員の安心・安全な教育研究環境及び労働環境を確保す
るとともに、災害、事故、犯罪、感染症等に対して迅速かつ適切に対
応するための体制を構築する。

　教職員の法令遵守の意識向上を図るとともに，人権の尊重の取組を
徹底する。

　法令遵守、情報セキュリティ対策やコンプライアンス推進体制の強
化、個人情報や知的財産権保護等に関する意識向上を図るとともに、
人権の尊重の取組を徹底する。

第５　自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 第６　自己点検・評価及び情報の提供に関する目標

第６　キャンパス移転に向けた取組の推進に関する目標

第７　その他の業務運営に関する重要目標 第７　その他の業務運営に関する重要目標

　１　評価の充実に関する目標 　１　評価の充実に関する目標

　２　広報の充実に関する目標 　２　情報公開及び情報発信の推進に関する目標

　３　法令遵守及び人権の尊重に関する目標 　３　法令遵守及び人権の尊重に関する目標

　１　施設設備の整備等に関する目標 　１　施設設備の維持管理に関する目標

　２　安全管理に関する目標 　２　安全管理に関する目標
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